
【⽀給期⽉】

⽀給年⾦額 年間回数 ⽀給期⽉

３万円未満 年１回 ２⽉

３万円以上６万円未満 年２回 ６⽉・１２⽉

６万円以上９万円未満 年３回 ２⽉・６⽉・１０⽉

９万円以上 年６回 ２⽉・４⽉・６⽉・８⽉・１０⽉・１２⽉

※⽀給⽇は１⽇とし（⾦融機関休業⽇の場合は翌営業⽇）、その前⽉分までを⽀給します。

 例：年２回の場合の６⽉には前年１２⽉〜本年５⽉分の６か⽉分を⽀給。




